
組合員資格取得届書

○本書は共済組合の組合員の資格を取得し次第、速やかに所属を通して共済組合岐阜県支部に提出してください。

 資格の取得 

●新規採用者

　常勤の独法職員は、採用と同時に地方職員共済組合の組合員になります。

　独法間で転籍した場合も、新規採用者と同じ取扱いになります。

●県立看護大（公立学校共済岐阜県支部）からの転入

                                                                                     

【注意】

※　原則、組合員証は、「共済組合資格取得届書」が提出され次第交付します。

＜お問い合わせ先＞
　　　　〒500‐8570　岐阜市薮田南2丁目1番1号
　　　　　地方職員共済組合岐阜県支部　保健・給付係（岐阜県総務部職員厚生課内）　　　　　　

電話　058‐272‐1144(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)


